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図 2-1-1 温室効果ガス総排出量の推移  

 
 

第１節 地球温暖化対策の推進 

１ 温室効果ガス排出削減対策の推進  

 現 況   

ＣＯＰ21(国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議) が平成 27 年(2015
年)開催され、産業革命前からの平均気温上昇を２度未満とする令和２年
(2020 年)以降の温暖化対策に係る新たな国際的な枠組「パリ協定」が 12 月
に採択され、その後、平成 28 年(2016 年)11 月に発効しました。 

国は、令和２年（2020 年）10 月に 2050 年カーボンニュートラルを目指す
ことを宣言しました。 

県においては、令和元年（2019 年）12 月、国に先駆けて「2050 年までに
『県内 CO2 排出実質ゼロ』を目指す」ことを宣言しました。 

 

(1) 熊本県内の温室効果ガス排出量  

温室効果ガス総排出量は、平成 20 年度(2008 年度)の景気の悪化に伴い

低下傾向が見られましたが、その後の景気回復や猛暑の影響等により、平

成 22 年度(2010 年度)には増加に転じました。平成 23 年(2011 年)3 月 11

日発生の東日本大震災後は、火力発電の割合の増加等により総排出量は増

加しました。県では、「第五次熊本県環境基本計画」の中で以下のとおり

目標を掲げ、地球温暖化対策を進めました。その結果、節電の取組みや再

生可能エネルギーの導入拡大等により、平成 25 年度(2013 年度)をピーク

に減少傾向にあります。 

＜基準年度＞  平成 25 年度（ 2013 年度）  

目標年度 温室効果ガス排出量削減目標 

令和２年度（2020 年度） 基準年度比 18％削減 

令和 12 年度（2030 年度） 基準年度比 30％削減※ 

    ※第五次熊本県環境基本計画で掲げる目標を記載したものであり、第六次

計画（令和３～７年度（ 2022～ 2026 年度）では目標を見直しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 温室効果ガス排出の少ない低炭素社会の実現 
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   令和元年度(2019 年度)の総排出量は、1,056 万 4 千 t-CO2（内 CO2 は 889

万 t-CO2）であり、前年度比 1.7%増(CO2 は 1.4%増)、基準年度 2013 年度

比 26.6%減(CO2 は 31.7%減)となっています。 

 

(2) 部門別の排出量 

    部門別の内訳は、産業部門が３割以上を占め最も多く、次いで運輸、家

庭、業務部門となっています。 

また、前年度比では、産業部門が 4.2％増、運輸部門が 3.3％減、家庭部

門が 0.1％増、業務部門が 5.9％増となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課 題   

今後、温室効果ガス排出量を大きく削減していくためには、各部門での

対策を加速させていく必要があります。県民一人ひとりが、環境問題を自

分自身の問題と捉え、家庭や事業所等において、主体性を持って温室効果

ガス排出削減の具体的な行動を起こし、環境配慮型のライフスタイルを定

着させることが重要です。 

 

 取 組   

(1) 地方公共団体実行計画（区域施策編）の改定に向けた取組み 

県では、地方公共団体実行計画（区域施策編）の改定に向け、令和２年

（2020 年）12 月に地球温暖化対策に精通した有識者や団体、県内企業等で

構成する「熊本県地球温暖化対策専門家チーム」を設置しました。当該専

門家チームでは、県内の温室効果ガス排出量の現状や将来推計結果を踏ま

え、2050 年県内 CO2 排出実質ゼロに向けたロードマップや 2030 年度の温室

効果ガス削減目標の見直し等の検討を行いました。 

 

(2) 各部門における取組み  

ア  家庭部門  

・熊本県地球温暖化防止活動推進センター  

地球温暖化対策の普及啓発活動の拠点である「熊本県地球温暖化防

止活動推進センター」（指定先：ＮＰＯ法人くまもと温暖化対策セン

図 2-1-3 部門別排出量の推移  

 
 

図 2-1-2 部門別排出量の割合 (％ ) 

    （令和元年度（ 2019 年度））  
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ター）において、地球温暖化防止活動推進員（ 67人）や地球温暖化対

策地域協議会（ 14団体）に対する研修会等の活動支援を行いました。 

また、家庭の省エネについての個別アドバイス（ 101 件）を行い、

各家庭や地域における温暖化防止活動の促進を図りました。  

 

・くまもと環境出前講座  

県内各地の小・中・高等学校において、環境出前

講座を開催しました。「くまエコ学習帳」を使って地

球温暖化の現状や取組みの必要性に関する理解促進

を図るとともに、各家庭での CO2 削減など環境保全

活動の実践を働きかけました。（令和２年度（ 2020

年度）： 11 校）  

 

・くまもとのＢＤＦ  

家庭の使用済み天ぷら油を回収し、ＢＤＦ (バ

イオディーゼル燃料 )として使用する「エネルギ

ーの地産地消」に取り組んでおり、天ぷら油の回

収等を強化する「ストップ温暖化！ＢＤＦキャン

ペーン」（令和２年（ 2020 年） 12 月～令和３年

（ 2021 年） 1 月）を開催しました。  

 

・グリーンカーテン  

県庁舎をはじめ 34 の県有施設でグリーンカーテンを設置しました。ま

た、地域に根付いたグリーンカーテンの普及を図っていくため、各地域で

活動する地球温暖化防止活動推進員を中心に、県内５地域(熊本市、天草

市、合志市、氷川町、球磨村)でグリーンカーテンのモデル設置を実施し

ました。 

 

・九州エコファミリー応援アプリ「エコふぁみ」  

九州各県と連携し、省エネ・省資源など地球環

境にやさしい活動に取り組む家庭等（エコファミ

リー）を支援する環境アプリを作成しました。（令

和３年（ 2021 年）４月から運用開始）  

 

イ 産業・業務部門 

平成 22 年度(2010 年度)に施行した「熊本県地球温暖化の防止に関する条

例」では、事業者の自主的かつ積極的な地球温暖化対策を促進するため、

事業活動温暖化対策計画書制度(※)を導入することによって、各事業者にお

いて、ＬＥＤ照明・太陽光発電システム等の省エネ機器導入等がされるよ

うに促しています。 

さらに事業者の更なる取組みを推進するため、計画書を提出された事業

所の中から、他の模範となる優れた取組みを実施している事業者を表彰す

る制度を平成 29 年度（2017 年度）に創設し、令和２年度(2020 年度)は、

新たに４事業者を優良事業者として表彰しました。 
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その他に、事業者に従業員のエコ通勤の取組みを促す「エコ通勤環境配

慮計画書制度(同 95 事業者)」や、建築物の環境性能の向上を促す「建築物

環境配慮制度(平成 22 年度～令和元年度(2010～2019 年度)累計 839 件）」も

導入することにより、各事業者・建築主において、温室効果ガスの削減や

環境負荷の低減の取組みが進んでいます。 

 

(3) 「くまもと CO2 ゼロびっくりアイデアコンテスト」の実施  

2050 年県内 CO2 排出実質ゼロに向けて、未来を担う子どもたちをはじめと

した県民一人ひとりに、地球温暖化や CO2 ゼロのライフスタイルを考えてい

ただくため、令和２年（2020 年）10～11 月に「くまもと CO2 ゼロびっくりア

イデアコンテスト」を実施しました。331 点の応募について審査した結果、

アマモの成長を促進し、海で CO2 を吸収する「地域の救世主アマモ」（天草高

校科学部）が最優秀賞に選ばれました。  

 

(4) 環境物品等の調達(グリーン購入)の推進 

県は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン

購入法)に基づき、毎年、「熊本県グリーン購入推進方針」を作成し、環境負

荷の低減に資する製品やサービスの調達を推進しています。令和２年度(2020

年度)は、22 分野 288 品目を対象にグリーン購入に努めることとし、その取

組み(実績)の概要は以下のとおりです。 

 

表 2-1-1 令和２年度 (2020 年度 )「熊本県グリーン購入推進方針」に基づくグリーン購入調達実績  

 

(※ ) 一定規模以上の事業者に事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減のための計画

書及び計画の実施状況報告書の提出を義務付け、提出された計画書及び実施状況

報告書を県が公表する制度  (令和２年度 (2020 年度 )参加事業者数 :261) 

分 野 調達率 (%) 分 野 調達率 (%) 分 野 調達率 (%) 分 野 調達率 (%) 

紙類  97.4 文具類  99.5 
オフィス家具

等  
99.0 画像機器等  99.7 

電子計算機

等  
99.9 

オフィス機器

等  
100 

移動電話

等  
88.1 家電製品  89.2 

エアコンディ  

ショナー等  
97.2 温水器等  100 照明  98.9 自動車等  100 

消火器  100 
制服・作業服

等  
88.4 作業手袋  99.6 

インテリア・  

寝装寝具  
97.0 

その他繊維製

品  
99.3 

災害備蓄用

品  
99.6 

製材  

(公共工事 ) 
－  

合板  

(公共工事 ) 
－  

省エネルギー  

診断（役務）  
－  

印刷  

(役務 ) 
95.8 

食堂  

(役務 ) 
100 

自動車専用  

タイヤ更生 
100 

自動車整備  

(役務 ) 
84.1 

庁舎管理等  

（役務・ 機密  

文書処理 ）  

100 

庁舎管理等  

（役務・ 機密  

文書処理 以外）  

99.4 
輸配送  

(役務 ) 
100 

旅客輸送  

(役務 ) 
－  

照明機能提供  

業務（役務）  
－  

小売業務  

(役務 ) 
100 

クリーニング 

(役務 ) 
99.9 

自動販売機設

置 (役務 ) 
100 

引越輸送  

(役務 ) 
88.9 

会議運営  

(役務 ) 
100 ごみ袋等  95.1 
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表 2-1-2 県内の再生可能エネルギー導入量の推移  

(5) 再生可能エネルギー導入の促進  

二酸化炭素の排出が少ない 

など地球環境へ与える負荷が 

小さい太陽光、風力、水力、 

地熱・温泉熱、バイオマスな 

どの再生可能エネルギーの導 

入促進のため、事業者への支 

援・協力等を行っています。 

県内の再生可能エネルギー 

導入量は、令和２年度(2020 

年度)で約 94 万原油換算ｋＬ 

あり、表 2-1-2 に示すとおり、 

水力と、メガソーラーをはじめ 

とする事業用太陽光発電施設 

の占める割合が大きくなって 

います。 

メガソーラーについては発電 

事業者、地元市町村及び県で土 

砂災害等の防災対策や環境保全 

等に関する三者協定を締結し、 

令和２年度(2020 年度)末で協定 

締結数は 125 件となっています。 

中小水力発電については、事業者団体との協力関係を構築し、事業可能

性調査への補助など支援を行っており、令和２年度(2020 年度)末現在、南

阿蘇村で整備中です。また、既設の水力発電所を改修し出力を向上させる

取組みも行われています。 

風力発電については、天草地域や球磨地域等において環境アセスメント

制度や、他法令手続き等を進めている計画への支援を行っており、令和２

年(2020 年)に天草市と苓北町で計２箇所の風力発電所が着工しました。  

地熱発電については、小国町及び南阿蘇村において、地熱資源の有効活

用のための条例に基づく審議会等が設置されており、町、村への運営協力

を行っています。令和２年(2020 年)には、小国町の既設の地熱発電所内に

おいてバイナリー発電施設が 1 基運転開始しました。 

バイオマスについては、球磨川流域等でバイオマス発電所が計画されて

いるとともに、熱利用として、バイオマスボイラー、施設園芸用木質バイ

オマス加温機の普及が進んでいるほか、下水汚泥の熱利用も行われていま

す。 

「くまもと県民発電所」認証制度を設け、県民の参画による再生可能エ

ネルギー施設整備を促進しており令和２年度（ 2020 年度）末現在、5 箇所

を県民発電所として認証しています。 

また、再生可能エネルギーを使う側からの導入促進のため、中小企業版

のＲＥ100 であるＲＥアクションへの企業の参加を誘導するアンバサダー

に、令和元年(2019 年)12 月に都道府県として初めて就任し、令和２年度

（2020 年度）は県内企業への普及啓発を行いました。  

（単位：原油換算ｋＬ）

令和元年度
（２０１９年度）

⇒
令和２年度
（２０２０年度）

901,896 944,120

①住宅用 87,636 93,286

②事業用 292,916 329,015

11,988 11,988

388,035 390,131

3,971 4,241

55,085 54,671

6,402 6,565

55,863 54,223

⑥バイオマス発電

⑧バイオマス熱

種　類

再生可能エネルギー全体

太陽光発電

⑦太陽熱

④水力発電

③風力発電

⑤地熱・温泉熱発電
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２ 森林による二酸化炭素吸収源対策の推進  

 現 況   

   平成９年 (1997 年 )に開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議で

「京都議定書」が採択され、森林による二酸化炭素の吸収を促進する方法と

して、新規植林、再植林、森林経営(持続可能な方法で森林の多様な機能を

十分に発揮するための下刈り、間伐等一連の作業)という３つの手法が示さ

れました。  

 しかしながら、我が国のように過去に植林を進めてきた国については、水

田や原野等への新規植林地等、新たな土地に植林する余地は乏しいことから、

間伐等の森林経営により二酸化炭素の吸収を促進する対策が極めて重要で

す。  

   また、森林から産出される木材は、エネルギー源として燃やしても大気中

の二酸化炭素の濃度に影響を与えないカーボンニュートラルと呼ばれる特

性を有していますが、建築資材等として使用されている間、炭素を貯蔵する

こととなり、木材需要による炭素固定作用にも関心が高まっています。  

 

 課 題   

   森林・林業の現状として、林業採算性の悪化、森林所有者の林業経営意欲

の減退等により、森林を健全に維持するための間伐や伐採後の植林が行われ

ない森林も見受けられるようになってきました。  

 森林による二酸化炭素の吸収を促進するには、適切な森林整備を実施す

ることが不可欠となっています。  

   また、木材を利活用することは、森林所有者の林業経営意欲の向上、ひい

ては森林整備の促進、更には木材の持つ炭素固定効果を一層発揮させること

に結びつくものであることから、木材の利用促進に積極的に取り組むことも

不可欠となっています。樹木を木材として利用している期間に発揮される二

酸化炭素の固定作用を積極的に評価する必要があります。  

 

 取 組   

(1) 森林整備による吸収促進  

京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け

て、平成 19 年(2007 年)からの６カ年計画として「熊本県森林吸収量確

保推進計画」を策定し、森林吸収量確保に関する基本方針や措置等を定

めて、各種対策に取り組みました。  

平成 25 年度(2013 年度)以降も引き続き、二酸化炭素吸収源対策とし

て森林整備を推進しており、令和２年度(2020 年度)に策定した「熊本県

森林・林業・木材産業基本計画」(令和２～５年度(2020～2023 年度))に

基づき、6,074ha の人工林で間伐が実施されました。  

 

 

(2) 県有林におけるカーボン・オフセット用クレジットの取得及び熊本県

Ｊ－ＶＥＲロゴマークの活用  

五木村の県有林モデル団地において、平成19年度(2007年度)から平成

23年度(2011年度)に間伐した森林の成長量を二酸化炭素吸収量として、
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環境省のオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の認証を受け（4,583t

-CO2）、カーボン・オフセットに取り組んでいる企業等にそのクレジッ

トを販売するとともに、民有林に対し制度の普及を図ることに取り組ん

でいます。 

その実績として、令和２年度(2020年度)までに27社へ1,980t-CO2のク

レジットを販売しています。 

また、Ｊ－ＶＥＲ制度のＰＲ及び熊本県内で創設されたＪ－ＶＥＲク

レジットの取引の活性化を目的に、Ｊ－ＶＥＲ認証取得者やクレジット

購入者が商品やパンフレット等に活用できる「熊本県Ｊ－ＶＥＲロゴマ

ーク」を策定し、平成 25年(2013年)12月から申請受付を開始しました。

令和２年度(2020年度)末までに36件の申請があっています。 

 

(3) 県産木材の利用促進  

ア 公共施設・公共工事における木材利用  

知事を本部長とする熊本県公共施設･公共工事木材利用推進本部に  

おいて、県が直接又は市町村等への補助等により整備する公共施設や

公共工事での県産木材の利用促進を図っており、令和２年度(2020 年

度)には学校施設、社会福祉施設、農林水産関係施設、災害公営住宅等

において 12,947 ㎥の木材が利用され、公共施設の木造率は 76%となり

ました。 

 

イ 住宅等における木材利用 

住宅への県産材の利用を促進するため、「くまもとの木を活かす木造

住宅等推進事業」を活用して、83 戸の木造住宅の新築に対し、県産の

木材と庭木を提供しました。 

また、「木を活かした景観づくり事業」を活用し、観光地や商店街等

に県産木材を活用した案内板や木製ベンチ等の設置等を行う 13団体を

支援しました。 

併せて、木造の耐震性や木の良さについて県民に理解を深めていた

だくため、小冊子「木の家のはなし」を作成し、木材に関する正確情

報発信に取り組みました。 

 

ウ 木育等による木材利用の理解の醸成 

保育園等における県産木材で作られた机･椅子の導入支援や、木育を

行うための知識を持った木育インストラクターを 31 名認定するなど

の木に親しむ環境づくりや、九州間伐紙コピー用紙「木になる紙」の

利用促進に取り組みました。 

また、「木育」を推進する一環として、学校教育における森林・林業・

木材に関する子どもたちの学習を補助し、併せて県の森林の現状や県

産材利用の意義等を理解してもらうことを目的として、小学５年生社

会科用副読本及び中学校技術・家庭科用副読本並びに指導者用ガイド

ブックを作成し、県内すべての小中学校へ配布しています。  
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(4) 木質バイオマスの利用促進  

重油等を燃料としているボイラーの木質バイオマスボイラーへの転

換に取り組むとともに、農業用ペレット加温機への安定供給を引き続き

進めています。さらに、令和２年度(2020 年度)末現在、県内４箇所(八

代市、荒尾市(２箇所）、南小国町)で木質バイオマス発電所が稼働中で

すが、この他にも新たな稼働に向けて木質バイオマス発電所の整備が検

討されるなど、今後の更なる利用拡大が見込まれています。  

 

 (5) 企業等による森林整備活動の促進  

「熊本県森林吸収量認証制度」に基づき、県内事業者等が行う森林整

備活動を促進しています。令和２年度(2020 年度)は、熊本県地球温暖化

防止条例による二酸化炭素削減計画達成を後押しする森林吸収量認証

書を、13 者に対して交付しました。 

 

３ 温暖化への適応策の推進  

 現 況   

   近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加や、農作物の品質低下、動植物の分

布域の変化、熱中症リスクの増加など、気候変動及びその影響が全国各地で

現れています。地球温暖化の進行に伴いこれらのリスクはさらに拡大すると

予測されています。  

そのため、ＣＯ２を削減し地球温暖化を防止する「緩和策」とともに、温

暖化による被害を回避、軽減するための「適応策」にも取り組む必要があり

ます。 

国においては、様々な分野における気候変動の影響に対する適応を推進す

るため、「気候変動適応法」（H30.６成立、同 12 月施行）に基づき、「気候変

動影響適応計画」に沿った取組みが進められています。 

県では、「第五次熊本県環境基本計画」において、「温暖化への適応策の推

進」として、「防災」「農業」「水産業」「健康」の４分野の適応策を掲げ、推

進してきました。 

 

 

 

 

【小学 5 年生用副読本】  【「木造住宅は地震に弱い」という  

誤ったイメージを払拭するための小冊子】    
【中学 1 年生用副読本】   
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ナルトビエイ 
 分類学的研究により、熱帯性の種ではなく、新種で

あり、日本の南西部を主な生息場とする希少性の高い

東アジアの固有種であることが明らかにされた。貝類

のみを専食する。  

学名： Aetobatus narutobiei 

出典：有明海・八代海等総合調査評価委員会  

 中間とりまとめ  

 課 題   

(1) 防災  

・ 近年、局地的に大雨が一定の場所に降り続ける線状降水帯の発生が増

加しています。 

・ 猛烈な台風が襲来する頻度の増加や海面上昇に伴い、大規模水害や高

潮等による被害が発生することが懸念されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (2) 農業  

・ 春先の高温、初夏から秋期の予測を超える長雨・豪雨、猛暑・干ば

つ、秋の高温、冬の暖かい雨など、気候変動が激しくなっており、果

樹等の生育・品質に影響を及ぼしてきています。  

・ 高温障害により水稲の品質が低下し、一等米の比率が低くなってお

り出穂期の気温障害により米が白く濁る白未熟粒や胴割粒（どうわれ

りゅう）も発生しています。 

・ 気候変動による病害虫の発生増加や本県未発生の病害虫の侵入等に

より、農作物に重大な被害をもたらすことが懸念されます。  

 

(3) 水産業 

・ 地球温暖化に伴う海水温の上昇や急激な気温の変化によって、ノリ

養殖業の養殖期間が短期間化するとともに、ノリの成育や品質にも影

響を及ぼしています。また、近年、ナルトビエイによるアサリをはじ

めとする二枚貝資源への悪影響が懸念されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年７月豪雨の被害写真（熊本県人吉市）  

（撮影：人吉市）  

 

 

）  

 

熊本県の自然災害による被害額の推移  

（出典：令和２年度 (2020 年度 )版熊本くらしの指標１００）  
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出典：環境儀 No.32 熱中症の原因を探る（国立環境研究所） 

洪水浸水想定は、熊本県が水位周知河川に指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保、

又は浸水を防止することにより、水害による被害の軽減を図るため、想定される降雨により当該河川が

氾濫した場合に、浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定しています。  

図 2-1-4 日最高気温別に見た熱中症患者発生率  

（年齢階級別）  

 

(4) 健康 

・ 近年の県内の熱中症に

よる救急搬送人員は、年

間 1,000 人を超えていま

す。 

・ 気温上昇によって、感

染症を媒介する生物の分

布が変化することが予測

され、マラリアやデング

熱等の感染症リスクが増

すことが懸念されます。 

 

 取 組   

(1) 防災 

・ 地域防災リーダー養成講座の開催等に要する経費、及び自主防災組織
の設立支援を行う市町村に対する助成をしています。  

・ 洪水や高潮、津波浸水想定区域図をホームページで公表しています。

また、市町村のハザードマップ作成に係る基礎資料についても提供して
います。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
・ 洪水等からの「逃げ遅れゼロ」実現のため、地方公共団体や河川管理

者、水防管理者等の連携体制を強化するため、振興局単位で大規模氾濫
減災協議会を設置しました。 

・ 高潮発生等において、地域住民の迅速で安全な避難行動に資すること
を目的として、県内 18 港等において潮位計を設置し、継続的な潮位観
測に努めています。 

・ 県内各地に設置した雨量計や河川水位計等の観測データを熊本県統合
型防災情報システムにて一般公開しています。  

図 2-1-5 白川の洪水浸水想定区域図  
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温州みかん新品種「熊本 EC11」の栽培の様子  

近年、県内では地球温暖化の影響で浮皮の発生によ
る品質低下が著しくなっています。この品種は浮皮

の発生が少なく、安定した生産・出荷が見込まれま
す。  

ほ場での立毛の様子  

左：くまさんの輝き（耐暑性品種）  

右：ヒノヒカリ  

玄米品質の比較  

左：くまさんの輝き（耐暑性品種）  

右：ヒノヒカリ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 農業 

・ 熊本県オリジナル品種の育成、品質や収量を高める技術の開発研究を
進める中で、近年の地球温暖化に対応した農産物の生産安定のための技

術開発に取り組んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

・ 消費者や実需者のニーズに応じた魅力ある米づくりの一環として、県
産米の品質向上を図るため、耐暑性品種の導入や品質向上技術の実証を
行い、地域への普及推進を図っています。  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

・ 国内検疫の一環として、本県で未発生の農作物に重大な被害を与える
病害虫について侵入警戒調査を実施しています。  

 
 

熊本県統合型防災情報システム  
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漁場を網で囲む（来遊防止）     漁場に棒を立てる（遊泳防止） 

           

県と健康維持・増進等に関する連携協定を締結している  

大塚製薬が熱中症予防の啓発のために作成したポスター  

被覆網で保護する（食害防止）       直接駆除する（捕獲）  

           

(3) 水産業 

・ ノリ養殖に有用な品種の開発、海水温や潮汐の状況の推測等を活用し

て生産スケジュールの指導を実施しています。  
・ 有明海や八代海の海況を長期及び周年にわたって調査することにより、

漁海況の変動予測や特異事象への対応及び養殖漁場の持続的な利用等
のために必要なデータを取得しています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

・ 有明海や八代海の漁業者及び県によって、ナルトビエイによるアサリ

等の食害防止に取り組んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 健康 

・ 市町村、警察、消防、保健・医療・福祉等関係団体、

自治会、民間企業等の協力の下、次のとおり熱中症対策
に取り組んでいます。 
① 県ホームページや、リーフレット、ポスター等によ   

る県民への周知啓発 
② 県庁舎や広域本部・地域振興局など県施設等での熱

中症予防の啓発 
 

 
 
 

図 2-1-6 海況情報  
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・ デング熱等の蚊媒介感染症対策として、国の「蚊媒介感染症に関する
特定感染症予防 指針」等に基づき、対策を実施するとともに、県ホー
ムページ等で蚊の発生対策・感染予防について注意喚起を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

４ 市町村における温室効果ガス排出削減の推進  

 現 況   

「地球温暖化対策の推進に関する法律」において策定が義務付けられてい
る地方公共団体実行計画（事務事業編）は、地方公共団体が自らの事務事業
における温室効果ガスの排出削減等を定めるものです。事務事業編は全市町
村で策定されましたが、熊本地震の影響等もあり、計画の更新が進んでいな
い市町村も一部見られます。 

また、地方公共団体実行計画（区域施策編）は、その区域の自然的社会的

条件に応じて、温室効果ガスの排出抑制等を推進するための総合的な計画で
す。県内では、28 市町村で策定されています。（令和３年(2021 年)３月現在）
なお、熊本市周辺 18 市町村で構成する熊本連携中枢都市圏は令和３年（2021
年）３月に計画を共同策定しました。 

 

 課 題   

   地域の地球温暖化防止の取組みを推進するため、市町村自らが地方公共団

体実行計画(事務事業編)を着実に進めて行くとともに、地方公共団体実行計

画(区域施策編)策定も併せて進めていく必要があります。  

 

 取 組   

   「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、県及び市町村は、温室

効果ガスの排出量の削減等のための措置に関する計画を策定するものとさ
れており、各市町村において地域の実情に応じた取組みが進むよう、熊本県
温暖化防止活動推進センターと協力し、市町村の取組みを支援しています。 

また、市町村に対し、関係法令の改正や国の制度の見直し、先進的な取組
み、最新の地球温暖化対策に対する知見等に関する情報提供を行っています。 

 
５ 県の事務・事業における温室効果ガス排出削減「地球温暖化防止に向け 

た県庁率先実行計画」に基づく取組みの推進 

 現 況   

本県では、平成 10 年(1998 年)１月に「省エネ・省資源のための県庁重点

図 2-1-7 蚊媒介感染症注意情報（県庁ホームページ）  
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表 2-1-3 令和２年度 (2020 年度 )「地球温暖化防止に向けた県庁率先実行計画」取組み状況  

率先行動」を定め、平成 12 年(2000 年)８月以降は「地球温暖化に向けた県
庁率先実行計画」に基づいて、全ての県機関で地球温暖化対策に取り組んで
います。 

 

 課 題   

   県職員一人ひとりが、削減目標の達成に向けて「県の事務・事業における

温室効果ガス排出削減(地球温暖化防止に向けた県庁率先実行計画)」の取組

みを進めていく必要があります。  

 

 取 組   

   県の事務・事業における温室効果ガス排出削減に向けて、平成 25 年度
(2013 年度)を基準年度とする削減目標を定め、省エネルギー・省資源等に
取り組んでいます。 
令和２年度(2020 年度)の温室効果ガス排出量(県の事務・事業全体)は、

29,348t-CO₂となり、基準年度となる平成 25 年度(2013 年度)と比較して
43.2％減少しています。 

この背景には、温室効果ガス排出量の約７割を占める電気について、継続
的な省エネルギー・省資源等に取り組んだことによる影響が考えられます。 

また、電気以外にも揮発油(ガソリン)など多くの項目で、平成 25年度(2013
年度)比及び令和元年度(2019 年度)比で削減されており、引き続き県の事
務・事業における省エネルギー・省資源等に向けた取組みを進めていきます。 

 

 
 
 
 

項    目  

Ｈ 25 年度  

(2013 年度 ) 

実  績  

(基準年度 ) 

令和元年度  

(2019 年度 ) 

実  績  

令和２年度  

(2020 年度 ) 

実  績  

目  標  

(R２までの

対Ｈ 25 

削減率）  

令和２年度  

(2020 年度 )増減率  

2013 

年度比  

2019   

年度比  

温室効果ガス排出量  (t-CO₂) 51,676 28,571 29,348 -18% -43.2% 2.7% 

電気使用量  (千 kWh) 62,632 58,689 58,905 -10% -6.0% 0.4% 

揮発油（ガソリン）  

使用量  
(kL) 1,891 1,603 1,561 -5% -17.8% -2.6% 

灯油使用量  (kL) 814 549 628 -10% -22.9% 14.2% 

軽油使用量  (kL) 435 431 391 -5% -10.0% -9.3% 

重油使用量  (kL) 667 683 339 -10% -49.1% -50.3% 

LP ガス使用量  (t) 90 95 80 -5% -10.9% -15.4% 

都市ガス使用量  (千㎥ ) 645 533 510 -5% -20.9% -4.3% 

水使用量  (千㎥ ) 1,271 1,604 1,560 -10% 22.7% -2.7% 

コピー用紙使用量  (千枚 ) 159,155 142,716 149,410 -20% -6.1% 4.7% 

廃棄物発生量  

(リサイクル量を除く ) 
(t) 1,402 1,557 1,685 -10% 20.2% 8.2% 

廃棄物リサイクル率  (%) 38.7 37.8 31.8% 
リサイクル率  

40% 
-17.7% -15.8% 


